
奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
一
号 

 

政
党
助
成
法
に
よ
る
報
告
書
等
の
閲
覧
の
請
求
及
び
そ
の
方
法
に
関
す
る
規
程

平
成
八
年
三
月
奈

良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
四

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

委
員
長 

福 

井 

英 

之 

題
名
中

閲
覧

の
下
に

及
び
写
し
の
交
付
の
請
求
並
び
に

を
加
え
る

 

第
一
条
に
見
出
し
と
し
て

閲
覧
等
の
請
求

を
付
し

同
条
中

平
成
六
年
法
律
第
五
号

の
下
に

以
下

法

と
い
う

を

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

の
下
に

以
下

県
委

員
会

と
い
う

を

何
人
も
そ
の
閲
覧

の
下
に

及
び
写
し
の
交
付

を
加
え
る

 

第
二
条
に
見
出
し
と
し
て

閲
覧
の
場
所

を
付

同
条
中

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

を

県
委
員
会

に
改
め
る

 

第
三
条
に
見
出
し
と
し
て

閲
覧
等
の
時
間

を
付
す
る

 

第
四
条
に
見
出
し
と
し
て

閲
覧
の
請
求
方
法
等

を
付
し

同
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ

同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る

 

 
 

県
委
員
会
の
受
理
し
た
報
告
書
等
を
閲
覧
し
よ
う
と
す
る
者

以
下
こ
の
項

閲
覧
者

う

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

第
一
号
様
式

を
県
委
員
会
に
提
出
し

 

一 

閲
覧
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所
並
び
に
法
人
そ
の
他
の
団
体

代 

表
者
の
氏
名 

二 

閲
覧
の
請
求
に
係
る
政
党
の
支
部
の
名
称
及
び
報
告
書
等
に
係
る
支
部
政
党
交
付
金
の
支
給
を

受

若
し
く
は
支
部
政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出

又
は
支
部
基
金
の
残
高
を
有
し
た
年 

第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る

 

 

写
し
の
交
付
の
請
求
方
法
等

 

第
五
条 

法
第
三
十
二
条
第
五
項
の
規
定

県
委
員
会
の
受
理
し
た
報
告
書
等
の
写
し
の
交
付

を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者

と
い
う

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書

面

第
二
号
様
式

と
い
う

を
県
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ

 

一 

請
求
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所
並
び
に
法
人
そ
の
他
の
団
体

代

表
者
の
氏
名 



二 

写
し
の
交
付
の
請
求
に
係
る
政
党
の
支
部
の
名
称
及
び
報
告
書
等
に
係
る
支
部
政
党
交
付
金
の

支
給
を
受

若
し
く
は
支
部
政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出

又
は
支
部
基
金
の
残
高
を
有
し

た
年 

三 

写
し
の
送
付
の
方
法
に
よ
る
報
告
書
等
の
写
し
の
交
付
を
求
め
る
場
合

旨 

２ 

県
委
員
会

交
付
請
求
書
に
形
式
上
の
不
備
が
あ
る
と
認

請
求
者
に
対

相

当
の
期
間
を
定

補
正
を
求

場
合

県
委
員
会

請
求
者
に
対

補
正
の
参
考
と
な
る
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努

 

３ 

県
委
員
会

法
第
三
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
受

当
該
請
求
の
あ

日
か
ら
三
十
日
以
内

当
該
請
求
に
係
る
報
告
書
等
の
写
し
を
交
付

前
項
の
規
定
に
よ
り
補
正
を
求
め
た
場
合

当
該
補
正
に
要
し
た
日
数

当

該
期
間
に
算
入

 

４ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

県
委
員
会

事
務
処
理
上
の
困
難
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る

同
項
に
規
定
す
る
期
間
を
三
十
日
以
内
に
限
り
延
長

場
合
に

県
委
員
会

請
求
者
に
対

遅
滞

延
長
後
の
期
間
及
び
延
長
の
理
由
を
通
知

 

５ 

法
第
三
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
報
告
書
等
が
著
し
く
大
量

当

該
請
求

日
か
ら
六
十
日
以
内
に
そ
の
全
て
に
つ
い
て
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
を
す
る

こ
と
に
よ
り
事
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

前
二
項
の
規
定
に

県
委
員
会

当
該
請
求
に
係
る
報
告
書
等
の
う
ち
の
相
当
の
部
分
に
つ
き
当
該
期

間
内
に
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
交
付

残
り
の
報
告
書
等
に
つ
い
て
は
相
当
の
期
間
内
に
同
項

の
規
定
に
よ
る
交
付
を
す
れ
ば
足

場
合
に
お
い
て

県
委
員
会
は
同
項
に
規
定
す
る
期

間
内

請
求
者
に
対

次
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知

 

一 

こ
の
項
を
適
用
す
る
旨
及
び
そ
の
理
由 

二 

残
り
の
報
告
書
等
に
つ
い
て
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
を
す
る
期
限 

６ 

第
三
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
等
の
写
し
の
交
付

複
写
機
に
よ
り
片
面
刷
り
で
複

写
し
た
も
の

単
色
刷

Ａ
四
判
の
大
き
さ
の
用
紙
に
複
写
し
た
も
の
に
限

に
よ
り
行

 

７ 

支
部
報
告
書
等
の
写
し
の
交
付
手
数
料

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
手
数
料
条
例

平
成
二
十
年

十
二
月
奈
良
県
条
例
第
二
十
二
号

別
表
に
規
定
す
る
支
部
報
告
書
等
の
写
し
の
交
付
手
数
料
を
い

奈
良
県
収
入
証
紙
を
交
付
請
求
書
に
貼
り
付
け
て
納
付

 



８ 
写
し
の
送
付
の
方
法
に
よ
る
報
告
書
等
の
写
し
の
交
付
を
求
め
る
者

交
付
請
求
書
の
提
出
と 

同
時

送
付
に
要
す
る
費
用
を
郵
便
切
手
で
納
付

 

附
則
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る



第１号様式（第４条関係） 

支部報告書等の閲覧請求書 

 

年    月    日 

  奈良県選挙管理委員会 殿 

 

閲覧者氏名（法人の場合は、名称及び代表者の氏名） 

 

住    所（法人の場合は所在地）          

 

 

政党助成法による報告書等の閲覧及び写しの交付の請求並びにその方法に関する規程

（平成８年３月奈良県選挙管理委員会告示第１２４号）第４条の規定により、下記のと

おり政党助成法による報告書等の閲覧を請求します。 

 

記 

 

 請求に係る政治団体の名称 

報告書等に係る支部政党交付金の支給を

受け、若しくは支部政党交付金による支

出をし、又は支部基金の残高を有した年 

  

 



第２号様式（第５条関係） 

支部報告書等の写しの交付の請求書（兼交付申請書） 

 

年    月    日 

  奈良県選挙管理委員会 殿 

 

請求者氏名（法人の場合は、名称及び代表者の氏名） 

 

住    所（法人の場合は所在地）          

 

 

政党助成法による報告書等の閲覧及び写しの交付の請求並びにその方法に関する規程

（平成８年３月奈良県選挙管理委員会告示第１２４号）第５条第１項の規定により、下

記のとおり政党助成法による報告書等の写しの交付を請求します。 

 

記 

 

 請求に係る政治団体の名称 

報告書等に係る支部政党交付金の支給を

受け、若しくは支部政党交付金による支

出をし、又は支部基金の残高を有した年 

  

 

写しの送付の方法による写しの交付を希望する場合は次の□に✓をすること。 

□ 写しの送付を希望するので、郵便切手     円分を納付します。 

奈良県収入証紙貼り付け欄 

（奈良県収入証紙以外のものは貼り付けないこと。） 

（請求者は消印しないこと。） 



附 

則 
こ
の
規
程

令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
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